
職　　　務
出　　　席

議会事務
局 長

渡 辺 智 文 出 欠
議会事務
局長補佐

武 谷 朋 視 出 欠

町 長 德 島 眞 次 出 欠 会計課長 櫻 井 順 子 出 欠

副 町 長 阿 部 哲 出 欠 建設課長 白 石 秀 美 出 欠

教 育 長 水　摩　幸　隆 出 欠
政策推進
課 長

三 戸 公 則 出 欠

総務課長 藤 原 光 徳 出 欠
地域振興
課 長

立 石 一 夫 出 欠

福祉人権
課 長

守 田 純 子 出 欠
上下水道
課 長

原 敏 勝 出 欠

税務住民
課 長

久保田　隆　一 出 欠 教育課長 筒 井 英 和 出 欠

議席
番号

議席
番号

農政環境課長
兼農業委員会
事 務 局 長

篠 原 哲 哉 出 欠
保険健康
課 長

松 永 憲 昌 出 欠

１ 出 欠 １１ 出 欠

２ 出 欠 １２ 出 欠

３ 出 欠 １３ 出 欠

４ 出 欠

出席 12人 ５ 出 欠

欠席 1人 ６ 出 欠

欠員 0人 ７ 出 欠

８ 出 欠

９ 出 欠

１０ 出 欠  

２ ３

岡 﨑 邦 博

竹 内 利 一

鯵 坂 省 治

川 野 高 實

田　中　二三輝

熊 井 照 明

会 議 録 署 名
議 員

議 事 日 程

須　藤　信一郎 川　野　高　實

宇田川　　　亮

別　紙　の　と　お　り

付 議 事 件 別　紙　の　と　お　り

会 議 経 過 別　紙　の　と　お　り

地方自治法

第１２１条

により説明

出席者の

職氏名

平成２８年 　６月１日

星 正 彦

久保田　正　之

栗 田 幸 則

須　藤　信一郎

須 藤 敏 夫

　須  山　由紀生

出欠
の別

平成２８年鞍手町議会第２回定例会会議録 （第１号）

招集場所

開閉会日時

及び宣告

出席及び

欠席議員

氏　　　名
出欠
の別

鞍 手 町 役 場 議 事 堂

氏　　　名

議　　長

星 正 彦

開　　会　　開　　議

平成２８年　６月１日　　午後１時００分

閉　　会　　開　　議

平成２８年　６月１日　　午後１時２４分

議　　長

星 正 彦



平成２８年第２回鞍手町議会定例会議事日程 

 

６月１日 午後１時開議 

第１号 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 議案第38号 鞍手町固定資産評価審査委員の選任 

日程第４ 議案第39号 専決処分の承認（行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する 

条例の一部を改正する条例） 

日程第５ 議案第40号 専決処分の承認（鞍手町税条例等の一部を改正する条例） 

日程第６ 議案第41号 専決処分の承認（鞍手町国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

日程第７ 議案第42号 鞍手町ふるさと応援基金条例 

日程第８ 議案第43号 鞍手町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 

日程第９ 議案第44号 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に 

関する条例 

日程第10 議案第45号 専決処分の承認（平成２７年度鞍手町一般会計補正予算第６号） 

日程第11 議案第46号 専決処分の承認（平成２７年度鞍手町住宅新築資金等特別会計補正 

予算第１号） 

日程第12 議案第47号 専決処分の承認（平成２７年度鞍手町流域関連公共下水道事業 

特別会計補正予算第３号） 

日程第13 議案第48号 専決処分の承認（平成２７年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費 

特別会計補正予算第１号） 

日程第14 議案第49号 専決処分の承認（平成２７年度鞍手町谷山池パイプライン水利施設 

維持管理運営費特別会計補正予算第１号） 

日程第15 議案第50号 専決処分の承認（平成２７年度鞍手町泉水団地改良住宅移設事業特別 

会計補正予算第３号） 

日程第16 議案第51号 平成２８年度鞍手町一般会計補正予算（第１号） 

日程第17 議案第52号 平成２８年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別会計補正予算 

（第１号） 

日程第18 議案第53号 平成２８年度鞍手町谷山池パイプライン水利施設維持管理運営費特別 

会計補正予算（第１号） 

日程第19 議案第54号 鞍手町工場等設置奨励に関する条例に基づく平成２８年度固定資産税 

の課税免除 



 1 

平成２８年６月１日（第１日） 
開議 １３時００分 

○議長 星 正彦君  
 只今から、平成２８年第２回鞍手町議会定例会を開会します。 
 町長より行政報告の申し出があっていますので、これを許可します。 
 町長。 
○町長 德島 眞次君  
 去る４月１４日及び１６日に起こりました熊本地震に伴う鞍手町の対応につきまして、行

政報告をいたします。 
４月１４日の状況とそれに伴う町の対応につきましては、１４日午後９時２６分頃、熊本

県熊本地方を震源とする最大震度７の地震が発生し、鞍手町は震度３でありました。 
直ちに災害警戒本部を設置し、１５日午前２時解散いたしました。 
１６日の状況と対応につきましては、１６日午前１時２５分頃熊本地方を震源とする最大

震度７の地震が発生し、鞍手町は震度４でありました。直ちに災害警戒本部を設置し、同２

時過ぎより中央公民館に避難所を開設いたしました。避難所開設の周知につきましては、「防

災メールまもるくん」に登録、各区長、関係機関及び報道機関に電話連絡、防災行政用無線

で町内一斉放送及び町のホームページ、フェイスブック登録により周知を行いました。 
また、同８時より関係課による公共施設の緊急点検を行いました。 
１７日午前９時自主避難者が帰宅され、同１０時災害警戒本部を解散いたしました。 
自主避難者は、３世帯３人の方が、中央公民館に避難されました。 
地震に伴う被害につきましては、町内におきまして大きな被害の連絡は、入っておりませ

ん。公共施設におきましても異常はありません。 
熊本への義捐金として一般会計の予備費より２００万円支出いたしました。人的支援とい

たしましては、５月９日に職員３名を熊本市に、５月１３日から１５日までの３日間、職員

２名を熊本県益城町に派遣いたしました。 
以上、熊本地震に伴う鞍手町の対応についての行政報告を終わります。 

○議長 星 正彦君  
 以上で行政報告を終わります。 
 まず、町長より提出されております平成２７年度鞍手町繰越明許費、繰越計算書の報告と、

監査より提出されております例月現金出納検査報告書をお手元に配布のとおりですので、ご

確認下さい。 
 これより日程に入ります。 
 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 
 会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定により、議長において２番議員 須藤信一

郎君及び３番議員 川野高實君を指名します。  
 次に、日程第２ 会期の決定を議題とします。 
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 今期定例会の会期は、本日から６月１４日までの１４日間としたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり）  
 異議なしと認めます。よって会期は、本日から６月１４日までの１４日間に決定しました。  
 次に進みます。 
 日程第３ 議案第３８号を議題とします。 
 提案理由の説明を求めます｡ 
 町長。 
○町長 德島 眞次君  

日程第３ 議案第３８号は、鞍手町固定資産評価審査委員の選任であります。 
現鞍手町固定資産評価審査委員であります、坂田正明氏の任期が本年６月９日で満了する

ことに伴い、再度同氏を選任いたしたく、議会の同意を得るものであります。 
なお、同氏の略歴につきましては、略歴書を添付いたしておりますので、ご参照下さい。 
以上が、日程第３ 議案第３８号の提案説明であります。 
ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 星 正彦君  
 これから質疑を行います。 
 議案第３８号について、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 お諮りします。 
 議案第３８号は、会議規則第３８条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思い

ます。 
 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり）  
 異議なしと認めます。よって議案第３８号は委員会付託を省略することに決定しました。  
 これから討論を行います。 
 議案第３８号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 これから採決を行います。 
 議案第３８号 鞍手町固定資産評価審査委員の選任を採決します。  
 本案について、これに同意することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（「挙手」あり） 
 挙手多数です。よって議案第３８号は同意することに決定しました。 
 次に、日程第４ 議案第３９号から日程第９ 議案第４４号までの６件を一括して議題と
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します。 
 提案理由の説明を求めます｡ 
 町長。 
○町長 德島 眞次君  

日程第４ 議案第３９号から、日程第９ 議案第４４号までの６件につきまして、一括し

て提案説明させていただきます。 
議案第３９号から議案第４１号までの３件は、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づ

き、専決処分いたしました一部改正条例であります。 
議案第４２号は、新規制定条例、議案第４３号及び議案第４４号の２件は、一部改正条例

であります。 
 日程第４ 議案第３９号は、専決第１号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に

関する条例の一部を改正する条例の承認であります。 
 本条例改正は、本年４月１日の行政不服審査法の施行に伴い、関係条例の一部を改正する

必要が生じたため、専決処分を行ったものであります。 
次に、日程第５ 議案第４０号 鞍手町税条例等の一部を改正する条例及び日程第６ 議

案第４１号 鞍手町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の承認であります。 
地方税法等の一部を改正する等の法律等が本年４月１日から施行されたことに伴い、それ

ぞれの条例の一部を改正する必要が生じたため、専決処分を行ったものであります。 
 次に、日程第７ 議案第４２号は、鞍手町ふるさと応援基金条例であります。 
 本条例は、ふるさと納税制度により本町に寄せられた寄附金を効果的かつ効率的に管理運

用するための基金を設置するため、必要な事項を条例で制定するものであります。 
次に、日程第８ 議案第４３号は、鞍手町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を

改正する条例であります。 
 本条例改正は、本年１０月１日から鞍手町子ども医療費の独自助成拡大に伴う改正で、精

神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第２項の規定により、精神障害者保健福祉 

手帳の交付を受け、重度障害者医療費の支給の受給資格を持つ中学３年生以下の者について、

精神病床への入院医療に係る医療費の一部負担を無料とするため、本条例の一部を改正する

ものであります。 
 次に、日程第９ 議案第４４号は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整理に関する条例であります。 
 学校教育法等の一部が改正されたことに伴い、関係条例の整理を行う必要が生じたため、

関係条例の整理を行うものであります。 
以上が、日程第４ 議案第３９号から日程第９ 議案第４４号までの提案説明であります。 
ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 星 正彦君  
 本案に対する質疑は後日行います。 
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 次に、日程第１０ 議案第４５号から 日程第１５ 議案第５０号までの６件を一括して

議題とします。 
 提案理由の説明を求めます｡ 
 町長。 
○町長 德島 眞次君  
 日程第１０ 議案第４５号から 日程第１５ 議案第５０号までの６件は、地方自治法第

１７９条第１項の規定に基づき、平成２８年３月３１日付けで専決処分いたしました補正予

算に関する議案であります。 
一括して提案説明を申し上げます。 
日程第１０ 議案第４５号は、専決第４号 平成２７年度鞍手町一般会計補正予算第６号

の承認であります。 
本補正予算は、国の財政手続きの関係から地方譲与税、税交付金、地方交付税のうち特別

交付税、国・県支出金などの確定が遅れたことや歳出の執行残の減額等により、専決処分を

おこなったものであります。 
補正の主なものを申し上げますと、歳入では、６款 地方消費税交付金の確定で６ ,４９９

万２千円。 
１０款 地方交付税のうち特別交付税の確定で１億２ ,２４６万４千円などを追加する一

方で、補助事業等の確定に伴う国庫及び県支出金などの減額を行っております。 
また、歳出では、主に事業費の確定に伴う減額を行っており、３款 民生費では、１項 社

会福祉費において１１目の障害者自立支援費で見込みより利用者数が減少したことなどによ

り９ ,１０９万９千円を、４款 衛生費では、５目の母子保健対策費の養育医療費において、

利用者の減少等により２ ,５９６万４千円を、８款 土木費では、６項 都市計画費において、 
流域関連公共下水道事業特別会計への繰出金など３ ,０４０万３千円を、１０款 教育費では、

７項 幼稚園費において、幼稚園就園奨励費の確定等により２ ,５７０万円を減額しておりま

す。 
また、平成２０年５月に発覚した公金横領事件におきまして、事件を起こした元職員が、

刑事処分を終えたため被害額の返還を求めた結果、本年３月３日に７万円の返還があり、歳

入２０款 諸収入 ４項 雑入 ２目 弁償金で損害賠償金として受け入れております。 
この損害賠償金につきましては、被害にあった地域福祉基金と、かんがい基金に積み立て

ることとして、所要の予算措置を行っております。 
これらの要因により生じた財源余剰額、４億５８９万１千円につきましては、財政調整基

金等からの繰入金を減額とすることにより、歳入歳出予算を調製しております。 
これにより、歳入歳出それぞれ２億１ ,７０４万２千円減額し、予算総額を歳入歳出それぞ

れ７１億８ ,２４８万３千円といたしました。 
次に、日程第１１ 議案第４６号は、専決第５号 平成２７年度鞍手町住宅新築資金等特

別会計補正予算第１号の承認であります。 
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本補正予算は、歳入歳出が確定したことに伴い、歳入歳出それぞれ９千円を追加し、 
予算総額を歳入歳出それぞれ１１６万７千円といたしました。 
 次に、日程第１２ 議案第４７号は、専決第６号 平成２７年度鞍手町流域関連公共下水

道事業特別会計補正予算第３号の承認であります。 
本補正予算は、歳入歳出が確定したことに伴い、歳入歳出それぞれ２ ,１７４万７千円を減

額し、予算総額を歳入歳出それぞれ７億８ ,７３６万８千円といたしました。 
 次に、日程第１３ 議案第４８号は、専決第７号 平成２７年度鞍手町かんがい施設維持

管理運営費特別会計補正予算第１号の承認であります。 
本補正予算は、歳入歳出が確定したことに伴い、歳入歳出それぞれ２億４ ,８５８万５千円

を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ３億２ ,１０３万６千円といたしました。 
次に、日程第１４ 議案第４９号は、専決第８号 平成２７年度鞍手町谷山池パイプライ

ン水利施設維持管理運営費特別会計補正予算第１号の承認であります。 
本補正予算は、歳入歳出が確定したことに伴い、歳入歳出それぞれ５ ,３９２万８千円を追

加し、予算総額を歳入歳出それぞれ６ ,４８８万８千円といたしました。 
次に、日程第１５ 議案第５０号は、専決第９号 平成２７年度鞍手町泉水団地改良住宅

移設事業特別会計補正予算第３号の承認であります。 
本補正予算は、歳入歳出が確定したことに伴い、歳入歳出それぞれ１４３万５千円を追加

し、予算総額を歳入歳出それぞれ２ ,７３０万４千円といたしました。  
以上が、日程第１０ 議案第４５号から 日程第１５ 議案第５０号までの提案説明であ

ります。 
ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 星 正彦君  
 本案に対する質疑は後日行います。 
 次に、日程第１６ 議案第５１号から日程第１８ 議案第５３号までの３件を一括して議

題とします。 
 提案理由の説明を求めます｡ 
 町長。 
○町長 德島 眞次君  
 日程第１６ 議案第５１号から日程第１８ 議案第５３号までの３件につきまして、一括

して提案説明を申し上げます。 
日程第１６ 議案第５１号は、平成２８年度鞍手町一般会計補正予算第１号であります。 
本補正予算は、２款 総務費において、熊本地震の復興人的支援に伴う関連経費を追加す

るほか、ふるさと納税制度において、寄附金のクレジット決済を可能にするための委託料及

び寄附金の積立金への追加、７款 商工費及び１０款 教育費において、平成２８年度の交

付金事業等に伴う内示があったことから関連事業費を計上しております。 
これらの要因によりまして、歳入歳出それぞれ２ ,５３２万８千円を追加し、予算総額を歳
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入歳出それぞれ７０億７ ,７２０万２千円としております。 
次に、日程第１７ 議案第５２号は、平成２８年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特

別会計補正予算第１号であります。 
 本補正予算は、国債証券を売却し、定期預金にしたことにより、利子及び配当金が１ ,７７

８万４千円の減額となることから、歳入歳出それぞれ３ ,２９４万３千円としております。 
次に、日程第１８ 議案第５３号は、平成２８年度鞍手町谷山池パイプライン水利施設維

持管理運営費特別会計補正予算第１号であります。 
本補正予算は国債証券を売却し、定期預金にしたことにより、利子及び配当金が３７２万

５千円の減額となることから、歳入歳出それぞれ７２９万４千円としております。 
以上が、日程第１６ 議案第５１号から日程第１８ 議案第５３号までの提案説明であり

ます。 
ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 星 正彦君  
 本案に対する質疑は後日行います。 
 次に、日程第１９ 議案第５４号を議題とします。 
 提案理由の説明を求めます｡ 
 町長。 
○町長 德島 眞次君  
 日程第１９ 議案第５４号につきまして、提案説明を申し上げます。 

日程第１９ 議案第５４号は、鞍手町工場等設置奨励に関する条例に基づく平成２８年度

固定資産税の課税免除であります。 
本議案は、鞍手町工場等設置奨励に関する条例の規定に基づく、平成２８年度分の固定資

産税の課税免除申請が、企業１３社から提出されましたので、課税免除措置を講じるもので

あります。 
以上が、日程第１９ 議案第５４号の提案説明であります。 
ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 星 正彦君  
 本案に対する質疑は後日行います。 
 この際、休会についてお諮りします。 
 明日２日から５日までの４日間を休会としたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり）  
 異議なしと認めます。よって明日２日から５日までの４日間を休会とすることに決定しま

した。 
 以上をもって、本日の日程は全部終了しました。 
 本日は、これをもって散会します。 
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閉会 １３時２４分 
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